
3月27日 (金) 4月10日 (金)

5月8日 (金) 5月22日 (金)

5月29日 (金) 6月12日 (金)

6月26日 (金) 7月10日 (金)

7月31日 (金) 8月14日 (金)

8月28日 (金) 9月11日 (金)

9月25日 (金) 10月9日 (金)

10月30日 (金) 11月13日 (金)

11月27日 (金) 12月11日 (金)

12月25日 (金) 1月8日 (金)

1月29日 (金) 2月12日 (金)

2月26日 (金) 3月12日 (金)

予約開始日

（☎　51-2304）
相 談 日

令和8年度　相談開催日数12日

令和8年度　行政書士による遺言書などの作成相談
（原則として第2金曜日開催）

※５月は第4金曜日開催


